
 

１．件 名「新規制基準適合性審査に関する事業者ヒアリング（東海第二（１０７））」 

２．日 時：平成２９年４月４日 １０時００分～１１時４０分 

３．場 所：原子力規制庁 ７階Ｃ会議室 

４．出席者 

原子力規制庁： 

（新基準適合性審査チーム） 

山口安全規制調査官、金子管理官補佐、津金管理官補佐、江嵜安全審査官、 

吉村安全審査官、田口安全審査官、髙嶋原子力規制専門員、 

竹内技術参与、山浦技術参与 

 

事業者： 

日本原子力発電株式会社：北川執行役員（開発計画室） 

福山執行役員（発電管理室室長（許認可担当））他１９名 

東北電力株式会社：火力原子力本部 原子力部 原子力技術 担当 

   東京電力ホールディングス：原子力設備管理部 機器耐震技術グループマネージャー 

   中部電力株式会社：原子力本部 原子力部 設備設計グループ 主任 

   北陸電力株式会社：原子力本部原子力部 原子力耐震技術チーム 担当 

   中国電力株式会社：電源事業本部 担当係長（耐震土木） 

   電源開発株式会社：設備技術室 機械設備技術タスク 担当 

 

５．要旨 

（１）日本原子力発電株式会社から、東海第二発電所の設置許可基準規則等への適合性のう

ち、耐津波設計方針について説明があった。原子力規制庁から以下の点について指摘

を行った。 

 

   ○耐津波設計方針についての課題については、東海第二発電所のサイト特性や先行事

例等も踏まえ、再度、網羅的に抽出した資料を提示した上で説明すること。 

   〇検討フロー・対策方針について、対策のイメージがわかるような図等を追加した資

料を提示した上で説明すること。 

   〇当発電所における防潮堤の重要性を踏まえ、設計方針、設計の見通しが得られる時

期、対策等について、資料を提示した上で説明すること。 

   〇漂流物の軌跡解析について、漂流物の重量、大きさ、浮力等の解析条件を追記した

資料を提示した上で説明すること。 

   〇隣接する常陸那珂港区、及び日立港区等の沖防波堤の延長計画の有無、有る場合は

それによる影響を検討した資料を提示した上で説明すること。 

 

 



 

   〇津波軽減施設（防波堤等）については、その地震・津波に対する耐性を確認するこ

とが、耐津波設計に係わる工認審査ガイドに示されている事を確認し、当該施設の地

震・津波に対する耐性を検討し、資料を提示して説明すること。 

   〇発電所内外に漂流の可能性のある施設が多いことから、当該発電所の立地条件に応

じた漂流物の評価フローを検討した資料を提示し、説明すること。 

   〇図中で標高として T.P. と E.L. が使い分けられているが、両者の関係を説明した資

料を提示した上で説明すること。 

   〇防潮堤の構造について、基本設計思想、構造の特性と設計上の課題を整理し、詳細

な構造を示した資料を提示した上で説明すること。 

   〇基準の適合性の観点から敷地・構造物等の特徴の課題を整理した資料を提示した上

で説明すること。 

   〇当面の課題の検討状況、マイルストーン等について整理した資料を提示した上で説

明すること。 

  

（２）日本原子力発電から、本日の指摘等について了解した旨の回答があった。 

 

６．その他 

提出資料： 

・東海第二発電所 耐津波設計に係る新規制基準への適合のための課題及び対応方針 

について 

・東海第二発電所 敷地の特徴を踏まえた耐津波設計方針について（参考資料） 

・東海第二発電所  新規制基準への適合性確認状況（別添） 

 


